
送信所（浦和局）

注１ エリアは、電波法令に規定する「放送区域」を表しており、
地上１０メートルの高さで、送信所からの放送波の電界強度
が１ｍＶ／ｍ以上得られる区域として算出されたものです。

２ エリア内であっても、地形やビル陰等により電波が遮られ

る場合など、視聴できないことがあります。

上記表に記載された放送局の地上デジタルテレビ放送は、現在の地上アナログ
テレビ放送と同様、浦和局（さいたま市）からの放送により開始されます。
なお、埼玉県内の中継局についても順次設置される予定です。

地上デジタルテレビ放送のエリア（埼玉県）
＜２００５年１２月１日開局予定（テレビ埼玉）＞

放送のエリア

周波数ﾘﾓｺﾝ番号放送局名

３２ｃｈ３
テレビ埼玉

（ＴＶＳ）


